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議案第１号 

 

令和７年度鹿嶋市一般会計予算 

 

 令和７年度鹿嶋市一般会計の予算は，次に定めるところによる｡ 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ２４,４６０,０００千円と定める｡ 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による｡ 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第２表 債務負

担行為」による。 

（地方債) 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還

の方法は，「第３表 地方債」による｡ 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，２,０００,０００千円と定める｡ 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のと

おりと定める。 

（１）各項に計上した給料，職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項

の間の流用 

 
    

令和７年２月２１日提出 

鹿嶋市長 田 口 伸 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 市 税 11,612,290

 1 市 民 税 4,626,332

 2 固 定 資 産 税 6,073,214

 3 軽 自 動 車 税 222,799

 4 市 た ば こ 税 689,945

 2 地 方 譲 与 税 311,212

 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 60,000

 2 自 動 車 重 量 譲 与 税 188,000

 3 森 林 環 境 譲 与 税 10,212

 4 特 別 と ん 譲 与 税 53,000

 3 利 子 割 交 付 金 3,000

 1 利 子 割 交 付 金 3,000

 4 配 当 割 交 付 金 50,000

 1 配 当 割 交 付 金 50,000

 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 50,000

 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 50,000

 6 法 人 事 業 税 交 付 金 200,000

 1 法 人 事 業 税 交 付 金 200,000

 7 地 方 消 費 税 交 付 金 1,602,000

 1 地 方 消 費 税 交 付 金 1,602,000

 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 15,000

 1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 15,000



（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 9 環 境 性 能 割 交 付 金 30,000

 1 環 境 性 能 割 交 付 金 30,000

10 地 方 特 例 交 付 金 80,000

 1 地 方 特 例 交 付 金 80,000

11 地 方 交 付 税 1,156,529

 1 地 方 交 付 税 1,156,529

12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 5,743

 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 5,743

13 分 担 金 及 び 負 担 金 171,193

 1 負 担 金 171,193

14 使 用 料 及 び 手 数 料 195,873

 1 使 用 料 136,246

 2 手 数 料 59,627

15 国 庫 支 出 金 4,561,173

 1 国 庫 負 担 金 4,099,636

 2 国 庫 補 助 金 438,582

 3 委 託 金 22,955

16 県 支 出 金 2,035,935

 1 県 負 担 金 1,381,981

 2 県 補 助 金 440,276

 3 委 託 金 213,678

17 財 産 収 入 35,254
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（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 財 産 運 用 収 入 30,333

 2 財 産 売 払 収 入 4,921

18 寄 附 金 626,000

 1 寄 附 金 626,000

19 繰 入 金 83,402

 1 特 別 会 計 繰 入 金 2

 2 基 金 繰 入 金 83,400

20 繰 越 金 150,000

 1 繰 越 金 150,000

21 諸 収 入 619,996

 1 延 滞 金 ， 加 算 金 及 び 過 料 20,000

 2 市 預 金 利 子 300

 3 貸 付 金 元 利 収 入 27,275

 4 雑 入 572,421

22 市 債 865,400

 1 市 債 865,400

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 24,460,000



（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 議 会 費 192,522

 1 議 会 費 192,522

 2 総 務 費 2,838,465

 1 総 務 管 理 費 2,177,760

 2 徴 税 費 340,640

 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 161,305

 4 選 挙 費 73,348

 5 統 計 調 査 費 83,439

 6 監 査 委 員 費 1,973

 3 民 生 費 11,167,132

 1 社 会 福 祉 費 5,252,566

 2 児 童 福 祉 費 4,631,915

 3 生 活 保 護 費 1,282,651

 4 衛 生 費 1,997,219

 1 保 健 衛 生 費 837,216

 2 清 掃 費 1,160,003

 5 労 働 費 174

 1 労 働 諸 費 174

 6 農 林 水 産 業 費 362,490

 1 農 業 費 345,553

 2 林 業 費 8,885

 3 水 産 業 費 8,052
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（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 7 商 工 費 167,641

 1 商 工 費 167,641

 8 土 木 費 1,929,151

 1 土 木 管 理 費 61,651

 2 道 路 橋 り ょ う 費 990,825

 3 都 市 計 画 費 273,395

 4 下 水 道 費 521,346

 5 住 宅 費 81,934

 9 消 防 費 1,095,032

 1 消 防 費 1,095,032

10 教 育 費 2,911,872

 1 教 育 総 務 費 531,029

 2 小 学 校 費 419,898

 3 中 学 校 費 199,522

 4 幼 稚 園 費 230,901

 5 社 会 教 育 費 692,724

 6 保 健 体 育 費 837,798

11 災 害 復 旧 費 3,850

 1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 3,850

12 公 債 費 1,680,647

 1 公 債 費 1,680,647

13 諸 支 出 金 63,805



（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 基 金 費 63,805

14 予 備 費 50,000

 1 予 備 費 50,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 24,460,000
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第２表　債務負担行為

(単位：千円)

事　　　　　　項 期　　　　　　間 限　　　　度　　　　額

令和８年度ふるさと納税ポータルサイト利用手数料
及び決済手数料

令和8年度
寄附金額に対して契約等で定めるポータルサイ
トおよび決済利用手数料率を乗じて得た額

第１０期はつらつ長寿プラン２１策定業務委託料 令和8年度 4,036

看護師修学資金貸付金 令和8年度から令和10年度まで 3,600

お試しチャレンジショップ委託料 令和8年度から令和11年度まで 8,440

立地適正化計画策定業務委託料 令和8年度 12,419



第３表　地方債
（単位：千円）

起　債　の　目　的　　 限　度　額 起債の方法 利　　率 償　還　の　方　法

自動車運行管理事業 5,900

社会福祉施設整備事業 24,300

保育園施設整備事業 52,600

ごみ処理施設大規模改修事業 27,500

し尿処理施設大規模改修事業 16,500

鹿嶋斎苑整備事業 31,200

農業農村整備事業 36,700

道路整備事業 206,700

道路整備事業（社会資本整備総合交付金） 28,500

排水整備事業 330,000

公営住宅建設事業 9,200

公園整備事業 700

公園整備事業（社会資本整備総合交付金　防災安全交付金） 23,600

消防施設整備事業 24,700

小学校施設整備事業 2,000

中学校施設整備事業 7,900

小学校大規模改造事業 7,600

学校給食センター整備事業 3,000

高松緑地温水プール整備事業 4,400

カシマスポーツセンター整備事業 22,400

計 865,400

　 普通貸借
 　　又は
 　証券発行
（他の地方公共
団体との共同発
行を含む）

        3.0％以内

　ただし，利率見直し方
式で借り入れる資金につ
いて，利率の見直しを
行った後においては，当
該見直し後の利率

　政府資金については，その
融資条件により，銀行その他
の場合には，その債権者と協
定するものによる。ただし，
市財政の都合により据置期間
及び償還期限を短縮し，又は
繰上償還若しくは低利に借換
えすることができる。
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鹿 嶋 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

令 和 ７ 年 度
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議案第２号 

 

令和７年度鹿嶋市国民健康保険特別会計予算 

 

 令和７年度鹿嶋市国民健康保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ６,４５０,４８７千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

  （一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，１００,０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のと

おりと定める。 

（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

   令和７年２月２１日提出 

鹿嶋市長 田 口 伸 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 国 民 健 康 保 険 税 1,066,846

 1 国 民 健 康 保 険 税 1,066,846

 2 一 部 負 担 金 1

 1 一 部 負 担 金 1

 3 使 用 料 及 び 手 数 料 50

 1 手 数 料 50

 4 国 庫 支 出 金 145

 1 国 庫 補 助 金 145

 5 県 支 出 金 4,618,352

 1 県 補 助 金 4,618,352

 6 財 産 収 入 600

 1 財 産 運 用 収 入 600

 7 繰 入 金 736,185

 1 他 会 計 繰 入 金 403,207

 2 基 金 繰 入 金 332,978

 8 繰 越 金 1

 1 繰 越 金 1

 9 諸 収 入 28,307

 1 延 滞 金 ， 加 算 金 及 び 過 料 15,001

 2 預 金 利 子 1

 3 雑 入 13,305

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 6,450,487



（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 総 務 費 41,439

 1 総 務 管 理 費 29,088

 2 徴 税 費 11,941

 3 運 営 協 議 会 費 410

 2 保 険 給 付 費 4,505,240

 1 療 養 諸 費 3,904,930

 2 高 額 療 養 諸 費 578,710

 3 移 送 費 100

 4 出 産 育 児 諸 費 15,000

 5 葬 祭 諸 費 6,000

 6 傷 病 手 当 金 （ 新 型 コ ロ ナ 関 係 ） 500

 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 1,802,138

 1 医 療 給 付 費 分 1,167,676

 2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 482,094

 3 介 護 納 付 金 分 152,368

 4 保 健 事 業 費 81,970

 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 73,516

 2 保 健 事 業 費 8,454

 5 積 立 金 600

 1 基 金 積 立 金 600

 6 諸 支 出 金 9,100

 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 9,100
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（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 7 予 備 費 10,000

 1 予 備 費 10,000

＊ 共 同 事 業 拠 出 金

＊ 共 同 事 業 拠 出 金

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 6,450,487



令 和 ７ 年 度

鹿 嶋市後期 高齢者医 療 特別 会 計 予算
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議案第３号 

 

令和７年度鹿嶋市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 令和７年度鹿嶋市後期高齢者医療特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１,１０４,７５６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 

   令和７年２月２１日提出 

鹿嶋市長 田 口 伸 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 881,684

 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 881,684

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 1

 1 手 数 料 1

 3 繰 入 金 219,821

 1 一 般 会 計 繰 入 金 219,821

 4 繰 越 金 500

 1 繰 越 金 500

 5 諸 収 入 2,750

 1 延 滞 金 ， 加 算 金 及 び 過 料 200

 2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 2,550

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 1,104,756

（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 1,102,205

 1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 1,102,205

 2 諸 支 出 金 2,551

 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 2,550

 2 繰 出 金 1

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 1,104,756



鹿 嶋 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令 和 ７ 年 度
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議案第４号 

 

   令和７年度鹿嶋市介護保険特別会計予算 

 

 令和７年度鹿嶋市介護保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ５,３１２,７５７千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

  （一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，５０,０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次の 

 とおりと定める。 

 （１) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

   令和７年２月２１日提出 

鹿嶋市長 田 口 伸 一      
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 保 険 料 1,250,630

 1 介 護 保 険 料 1,250,630

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 2

 1 手 数 料 2

 3 国 庫 支 出 金 998,223

 1 国 庫 負 担 金 883,281

 2 国 庫 補 助 金 114,942

 4 支 払 基 金 交 付 金 1,370,545

 1 支 払 基 金 交 付 金 1,370,545

 5 県 支 出 金 747,211

 1 県 負 担 金 701,450

 2 県 補 助 金 45,761

 6 財 産 収 入 1,000

 1 財 産 運 用 収 入 1,000

 7 繰 入 金 945,038

 1 一 般 会 計 繰 入 金 735,466

 2 基 金 繰 入 金 209,572

 8 繰 越 金 1

 1 繰 越 金 1

 9 諸 収 入 107

 1 延 滞 金 ， 加 算 金 及 び 過 料 102

 2 預 金 利 子 1



（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 3 雑 入 4

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 5,312,757
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（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 総 務 費 56,540

 1 総 務 管 理 費 7,715

 2 徴 収 費 6,490

 3 介 護 認 定 審 査 会 費 41,488

 4 趣 旨 普 及 費 847

 2 保 険 給 付 費 4,911,000

 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 4,380,324

 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 202,704

 3 そ の 他 諸 費 4,224

 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 109,884

 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 12,276

 6 特 別 給 付 費 34,908

 7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 166,680

 3 地 域 支 援 事 業 費 339,739

 1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 231,835

 2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 107,904

 4 積 立 金 1,000

 1 基 金 積 立 金 1,000

 5 諸 支 出 金 1,478

 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1,348

 2 繰 出 金 1

 3 そ の 他 の 支 出 129



（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 6 予 備 費 3,000

 1 予 備 費 3,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 5,312,757
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令 和 ７ 年 度

鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部

土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 予 算
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議案第５号 

 

令和７年度鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計予算 

 

  令和７年度鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１８,８３３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。  

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，１００,０００千円と定める｡ 

 

 

   令和７年２月２１日提出 

                                          鹿嶋市長 田 口 伸 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 分 担 金 及 び 負 担 金 5,950

 1 負 担 金 5,950

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 1

 1 手 数 料 1

 3 財 産 収 入 5

 1 財 産 運 用 収 入 5

 4 繰 入 金 11,877

 1 基 金 繰 入 金 11,877

 5 繰 越 金 1,000

 1 繰 越 金 1,000

＊ 諸 収 入

＊ 延 滞 金 ， 加 算 金 及 び 過 料

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 18,833



（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 都 市 計 画 費 17,828

 1 土 地 区 画 整 理 費 17,828

 2 諸 支 出 金 5

 1 基 金 費 5

 3 予 備 費 1,000

 1 予 備 費 1,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 18,833
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鹿 嶋 市 墓 地 特 別 会 計 予 算

令 和 ７ 年 度
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議案第６号 

 

令和７年度鹿嶋市墓地特別会計予算 

 

 令和７年度鹿嶋市墓地特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

  (歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１７,４３０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

  （一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，１０,０００千円と定める。 

 

 

令和７年２月２１日提出 

                                       鹿嶋市長  田 口 伸 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 使 用 料 及 び 手 数 料 6,279

 1 使 用 料 6,277

 2 手 数 料 2

 2 財 産 収 入 10

 1 財 産 運 用 収 入 10

 3 繰 入 金 8,757

 1 基 金 繰 入 金 8,757

 4 繰 越 金 2,384

 1 繰 越 金 2,384

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 17,430

（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 墓 園 費 17,230

 1 墓 園 費 17,230

 2 予 備 費 200

 1 予 備 費 200

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 17,430



鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計予算

令 和 ７ 年 度
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議案第７号 

 

令和７年度鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計予算 

 

 令和７年度鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計の予算は，次に定めるところによる｡ 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ２９４,０００千円と定める｡ 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による｡ 

 

 

   令和７年２月２１日提出 

                                          鹿嶋市長 田 口 伸 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 繰 替 金 収 入 294,000

 1 繰 替 金 収 入 294,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 294,000

（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 集 合 支 払 費 294,000

 1 集 合 支 払 費 294,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 294,000



鹿 嶋 市 水 道 事 業 会 計 予 算

令 和 ７ 年 度





議案第８号

　（総則）

第１条　　令和７年度鹿嶋市水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　 業務の予定量は，次のとおりとする。　

 (１) ２２,２００ 戸
 (２) ６,４００,０００ ｍ3

 (３) １７,５３４ ｍ3

 (４)
イ １１２,０４８ 千円
ロ ５３,５２６ 千円

ハ ２０５,８５０ 千円

　（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。　

収　入　第１款 １,９１９,１１１ 千円

第１項 １,８１０,０７６ 千円

第２項 １０９,０３５ 千円

支　出　第１款 １,８０３,５５７ 千円

第１項 １,７０５,４１３ 千円

第２項 ９３,１４４ 千円

第３項 ５,０００ 千円

営 業 費 用

営 業 外 費 用

予 備 費

老 朽 管 更 新 費

配 水 場 建 設 費

水 道 事 業 収 益

営 業 収 益

営 業 外 収 益

水 道 事 業 費 用

　　　令和７年度鹿嶋市水道事業会計予算

給 水 戸 数

年 間 総 給 水 量

一 日 平 均 給 水 量

主 要 な 建 設 改 良 工 事
配 水 施 設 拡 張 費
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　（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４１５，０９３千円

  は，消費税及び地方消費税資本的収支調整額，建設改良積立金，過年度及び当年度分損益勘定留保資金にて補てんする。）。

  
収　入　第１款 資 本 的 収 入 ２２０,０００ 千円

　 企 業 債 ２００,０００ 千円

       出 資 金 ２０,０００ 千円

支　出　第１款 資 本 的 支 出 ６３５,０９３ 千円

　        建 設 改 良 費 ３７３,４４７ 千円

　        企 業 債 償 還 金 ２６１,６４６ 千円

　（債務負担行為） 　

第５条　債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は次のとおりと定める。

　（企業債） 　

第６条　起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。　

償還の方法

配水施設整備事業及び老
朽管更新事業

２００，０００千円
普通貸借
又は

証券発行

    年利3.0％以内
　ただし，利率見直し
方式で借り入れる資金
について，利率の見直
しを行った後について
は，当該見直し後の利
率

　政府資金については，その融
資条件により，銀行その他の場
合には，その債権者と協定する
ものによる。ただし，企業財政
その他の都合により据置期間及
び償還期限を短縮し，又は繰上
償還若しくは低利に借換えする
ことができる。

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利　　率

事　　項

鹿嶋市水道料金等徴収業務
委託

限 度 額期　　間

令和８年度から令和１２年度 ４１２，５００千円

第１項

第２項

第１項

第２項



　（一時借入金）

第７条　一時借入金の借入れの最高限度額は，５００，０００千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

(１)収益的支出における各項間の流用

(２)資本的支出における各項間の流用

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条　次に掲げる経費については，その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費をその経費の金額に

　流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

(１)職 員 給 与 費　 ５５,９４８ 千円

(２)賞与等引当金繰入額 ４,６８８ 千円

　（他会計からの補助金）

第１０条　児童手当に要する経費として一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，２０千円である。

　（たな卸資産購入限度額）

第１１条　たな卸資産の購入限度額は，２３，０００千円と定める。

　

鹿嶋市長　田　口　伸　一　　　

　　　令和７年２月２１日提出
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令 和 ７ 年 度

鹿 嶋 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算





議案第９号

　（総則）

第１条　　令和７年度鹿嶋市下水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は，次のとおりとする。　

 (１) １６,０００ 戸
 (２) ４,９００,０００ ｍ3

 (３) １３,４２４ ｍ3

 (４)主要な建設改良事業

　下水道建設費（社総交） １２１,０００ 千円

　下水道建設費（防災・安全） １９１,０００ 千円

　下水道建設費（単独）　 １０５,０００ 千円

　（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。　

 収　入　第１款　　下 水 道 事 業 収 益 １,６３１,６８７ 千円

７６１,２７１ 千円

８７０,４１６ 千円

 支　出　第１款　　下 水 道 事 業 費 用 １,６４８,５５１ 千円

１,５２４,９０６ 千円

１１２,６４５ 千円

１,０００ 千円

１０,０００ 千円

   第２項　　営 業 外 収 益

   第４項　　予　　備　　費

   第１項　　営　業　収　益

　　　令和７年度鹿嶋市下水道事業会計予算

   第３項　　特　別　損　失

   第２項　　営 業 外 費 用

水 洗 化 戸 数

年 間 総 処 理 水 量

一日平均処理水量

   第１項　　営　業　費　用
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　（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３９８，４８０

  千円は，消費税及び地方消費税資本的収支調整額，損益勘定留保資金及び減債積立金にて補てんする。）。

 収　入　第１款　　資 本 的 収 入 千円

　       第１項 千円

　       第２項 千円

　       第３項 千円

　       第４項 千円

　       第５項 千円

 支　出　第１款　　資 本 的 支 出 千円

　 　 　       第１項 千円

千円

　（債務負担行為） 　

第５条　債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。　

（単位：千円）

167,244

28,512

２５,５００

４３６,９２５

４５２,８７０

他 会 計 出 資 金

基 金 取 崩 収 入 １５４,５６７

限　　度　　額

受益者負担金システム賃貸借

下水汚泥処分委託

1,650

企 業 債

建 設 改 良 費

国 庫 補 助 金

負担金及び分担金

企 業 債 償 還 金

事　　　　　　項 期　　　　間

　       第２項

令和8年度から令和12年度まで

経営戦略改定業務委託 令和8年度

令和8年度から令和9年度まで

４９１,３１５

１４７,０００

１５３,０００

１１,２４８

８８９,７９５



　（企業債） 　

第６条　起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。　

（単位：千円）

　（一時借入金）

第７条　一時借入金の借入れの最高限度額は，４００，０００千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

(１) 収益的支出における各項間の流用

(２) 資本的支出における各項間の流用

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条　次に掲げる経費については，その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費をその経費の金額

　に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

(１) 職員給与費　 ５３,８２１ 千円

(２) 賞与等引当金繰入額 ４,７１４ 千円

　下水道資本費平準化債

117,000

30,000

計

起債の目的

　公共下水道整備事業 　政府資金については，その融資条件によ
り，銀行その他の場合には，その債権者と
協定するものによる。ただし，企業財政そ
の他の都合により据置期間及び償還期限を
短縮し，又は繰上償還若しくは低利に借換
えすることができる。

　　3.0％以内
　ただし，利率見
直し方式で借り入
れる資金につい
て，利率の見直し
を行った後におい
ては，当該見直し
後の利率

普通貸借
又は

証券発行

利率 償還の方法起債の方法

　　　令和７年２月２１日提出

限度額

　  　 鹿嶋市長　田　口　伸　一　　　

147,000
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令 和 ７ 年 度

鹿 嶋 市 農 業 集 落 排 水 事 業 会 計 予 算





議案第１０号

　（総則）

第１条　　令和７年度鹿嶋市農業集落排水事業会計の予算は，次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は，次のとおりとする。　

 (１) ５２５ 戸
 (２) １６８,０００ ｍ3

 (３) ４６０ ｍ3

　（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。　

 収　入　第１款　　農 業 集 落 排 水 事 業 収 益 １１３,１５６ 千円

２０,５００ 千円

９２,６５６ 千円

 支　出　第１款　　農 業 集 落 排 水 事 業 費 用 １０５,８８３ 千円

９８,０５８ 千円

４,７９５ 千円

３０ 千円

３,０００ 千円

   第１項　　営　業　費　用

   第２項　　営 業 外 収 益

   第４項　　予　　備　　費

   第３項　　特　別　損　失

   第１項　　営　業　収　益

　　　令和７年度鹿嶋市農業集落排水事業会計予算

   第２項　　営 業 外 費 用

水 洗 化 戸 数

年 間 総 処 理 水 量

一日平均処理水量
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　（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額９，２４７千円

　は，損益勘定留保資金にて補てんする。）。

収　入　第１款　　資 本 的 収 入 千円

　       第１項 千円

支　出　第１款　　資 本 的 支 出 千円

　       第１項 千円

　（一時借入金）

第５条　一時借入金の借入れの最高限度額は，３０，０００千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第６条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

(１) 営業費用，営業外費用，特別損失の各項に係る経費

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条　次に掲げる経費については，その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費をその経費の金額

　に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

(１) 職員給与費　 ８,９７３ 千円

(２) 賞与等引当金繰入額 ７７３ 千円

他 会 計 出 資 金

企 業 債 償 還 金

２１,０００

２１,０００

３０,２４７

３０,２４７

　　　令和７年２月２１日提出

　  　 鹿嶋市長　田　口　伸　一　　　


